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 佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成25年３月29日 
                                     佐賀県人事委員会委員長  大  西  憲  治    
 佐賀県人事委員会規則第16号 
   佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する規則 
 佐賀県人事委員会事務局の組織に関する規則（平成14佐賀県人事委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。 
 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （職員の職）  （職員の職） 

第３条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。 第３条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。 

 (1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 主幹  

 (4) 係長  (3) 係長 

 (5) 主査  

 (6) 副主査  

 (7) 主事  (4) 主事 

 ２ 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。 

  (1) 参事 

  (2) 主幹 

  (3) 主査 

  (4) 副主査 

２ 略 ３ 略 

 （職員の職務）  （職員の職務） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 参事は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を掌理する。 

３～７ 略 ４～８ 略 

   附 則 
 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 


